




























1 はじめに

　近年、我国において、薬物の筋肉内注射ほ筋拘縮症発生と関連して忌避され

るようになり、これに代る薬物の投与経路として、幼若乳児や未熟児も含めて

小児に対し静脈内投与が頻用されるようになってきた。

　しかし、市販の注射用製剤について、能書に静脈内使用の記載のないものも

あり、したがって、その適応・投与方法・副作用の発現は不明であるものが多

い。とくに、幼若乳児や未熟児・新生児については、静脈内に投与された薬剤

の安全性や副作用発現などのほか薬用量、投与経路と投与方法、投与間隔さら

に配合の適否など公的な基準がないことや能書の記載がないことなどより、薬

物を実際に使用する医師の責任に委ねられているものが多い。


